
【大久保潔重議員】皆様、こんにちは。自

由民主党・県民会議の大久保潔重でござい

ます。本年春には、おかげさまで県民の皆

様に再選を許していただきました。文字ど

おり、改選後初の県政一般質問の機会であ

りますが、本日も傍聴席には多くの皆様が

お越しであります。日々の活動を支えてく

ださる県民の皆様に感謝しながら、この檀

上に立たせていただきます。日本の最西端

に位置し、離島・半島や中山間地を多く抱

える我が長崎県の地理的、地形的なハンデ

ィキャップを乗り越え、長崎から地方創生

を成し遂げるべく、力を尽くしてまいる所

存でございます。 

 1、2040 年問題について。 

 （1）認識と対応は。 

 ご承知のように、本県における最大の課

題は、人口減少対策と県民所得対策であり

ます。現在、「第 2 期長崎県まち・ひと・

しごと創生総合戦略」の策定に向け、作業

が進められております。また、去る 7 月

16 日に開催された「長崎！県市町スクラ

ムミーティング」では、「2040 年問題」

が大きなテーマでありました。そこで、ま

ずお尋ねをいたします。県は、この「2040

年問題」をどのように捉え、そして、次期

総合計画や地方創生総合戦略に今後どのよ

うに反映させるのか、お示しいただきたい

と思います。以降は、一問一答方式により

対面演壇席から質問させていただきます。 

【中村法道知事】大久保議員のご質問にお

答えをいたします。「2040 年問題」につ

きましては、既に国では、さまざまな分野

で、その対策について議論がはじまってい

るところであります。特に、離島や半島地

域を多く抱え、人口減少や少子・高齢化が

国よりも速いスピードで進んでおります本

県においては、2025 年ごろには、高齢者

人口がピークを迎え、さらに 2040 年ごろ

には、生産年齢人口が県人口の 5 割を切る

ことが予想されており、大変厳しい状況が

見込まれております。こうしたことから、

国の議論を待つことなく、2040 年ごろの

本県を見据え、課題を整理するとともに、

今後取り組むべき方向性を展望し、今のう

ちから取り組むべき対応策を検討すること

が重要であると考えております。そのた

め、外部の有識者等で構成する「長崎県

2040 年研究会」を設置し、予想される課

題やその対応の方向性について議論をいた

だいているところであります。2040 年問

題については、県だけではなく、市町、民

間とも意識を共有して取り組む必要がある

ことから、本年 7 月の「長崎！県市町スク

ラムミーティング」において、危機感の共

有を図りますとともに、今後提示される研

究会の報告書についても、広く周知してま

いりたいと考えております。また、県にお

いては、現在、当研究会の議論も参考にし

ながら、「地域コミュニティ、各種インフ

ラ等の維持・確保」や「各分野における人

材不足対策」、「元気な高齢者の活躍や健

康長寿対策の推進」、「ＡＩ、ＩｏＴ等の

活用による課題解決」などの視点で、将来

見通しから逆算して今から取り組む必要の

ある施策を検討しているところであり、次

期まち・ひと・しごと創生総合戦略や次期

総合計画にそうした施策をしっかりと反映

させてまいりたいと考えております。 

 以後のお尋ねにつきましては、自席の方

からお答えをさせていただきます。 



【大久保潔重議員】 団塊の世代の皆さん

たちが全て後期高齢者になるのが 2025 年

問題ということで、2040 年の問題の前に

ありました。実は 2025 年というのはもう

間近であります。さらに、2040 年という

のは、その団塊の世代のご子息の皆さんた

ち、いわゆるバブル崩壊、あるいは就職氷

河期といった時代に世に出たロストジェネ

レーションの世代の皆さんたちが、今度は

高齢者になっていくということで、これは

全国的にも、本県においても、大変な状況

が想定をされるわけであります。2040 年

問題研究会ということで、県内各市町から

もいろいろな情報を出しあって、これから

対応をしていくということでありますか

ら、ぜひ長い将来の先の話ではなくて、そ

こから遡って政策を打っていくということ

で、ぜひ努めていただきたいと思います。

全国に比べますと、長崎県の高齢化のピー

クというのは、もう既に 2025 年だと言わ

れておりまして、そういう意味では、高齢

者の占める割合もおそらく全国より高くな

ってくることが想定をされます。全国的に

は、2040 年、現役世代 1.5 人で高齢者 1

人を支えるという時代だと言われておりま

すが、長崎県はひょっとしたら、現役世代

1 人が高齢者の 1 人を支える、あるいは現

役 1 人が 1.5 人の高齢者を支えていくよう

な時代になるということが予測をされま

す。そうなると、やはり何といっても、こ

の現役世代の皆さんたちをしっかり支えて

いただく、そういう政策を集中してやって

いただきたいと思います。同時に、今、策

定中の次期総合計画の骨子案の中に、これ

も第 2 期においては、ひと・しごと・まち

の流れでやっていこうということは大いに

評価できると思います。その「ひと」の中

に、「長崎県の未来を担う子ども、郷土を

愛する人を育てる」とあります。大いにい

いことだと思いますが、この「長崎の未来

を担う子ども」、この「担う」というだけ

では非常に弱いんですよ。この長崎の未来

を、むしろ、担うじゃなくて、そういう大

変な状況が想定されるので、長崎の未来を

切り拓いていくというような強いメッセー

ジをぜひ長崎県から出していただきたいと

思いますし、次期総合計画にはそれを出し

ていただきたい。そのうえで、切り拓くよ

うな、やっぱりたくましい人材を育ててい

くんだという心意気を長崎県として見せて

いただきたいと思います。ご提案でありま

す。 

 2、「地方創生」ひと・しごと・まちを

どう創るか。 

 （1）県民生活をどう向上させるか。 

 つい先般、これは平成 28 年度の県民所

得向上対策の実績値というのが公表をされ

ました。県民生活を語るうえで大きな指標

であります県民所得、この実績値の今後の

課題、あるいは成果について、お尋ねした

いと思います。 

【本敏晶企画振興部長】 総合計画におき

まして、新たに取り組んでおります県民所

得向上対策につきましては、直近の県民経

済計算によりますと、初年度となる平成

28 年度の実績は、4 分野合計で増加目標で

ある 223 億円を大きく上回る 1,097 億円の

増加となっております。分野別では、製造

業において大企業の付加価値が前年度に引

き続き増加したことに加えまして、県が主

な支援対象としている中堅企業の付加価値

額も着実に増加したことから、増加目標で



ある 64 億円を大きく上回る 770 億円の増

加となっております。また、農業、サービ

ス業においても、目標を上回って順調に推

移しているほか、水産業においても、外国

漁船との競合に伴う漁場の縮小や資源の悪

化などにより、目標は達成しなかったもの

の、一定増加をしております。これらは、

ものづくり製造業や食品製造業に対する県

の支援や各分野における地域別計画の取組

の効果が一定あらわれているものと考えて

おります。今後は、本県の基幹産業であり

ます造船関連産業が、船舶需要の波による

影響を受けやすい状況もありますことか

ら、これに次ぐ基幹産業の創出・育成を図

りますとともに、人口減少や少子・高齢化

に伴って、各分野において国内市場の縮小

や人手不足が進む中、官民一体となって、

生産性向上や収益性向上に重点を置いた取

組をさらに推し進める必要があると考えて

いるところでございます。 

【大久保潔重議員】 確実に県の政策の成

果が出ているということに受け止めたいと

思います。新しい産業ということで、造船

に次ぐということで、これまで何度も私も

新しい産業の育成ということで質問をさせ

ていただきました。今の答弁の中に一点、

非常に製造業、食品産業の調子がいいとい

うことでありました。本県は、農林水産

業、第 1 次産業の産物というのは大変すぐ

れたものがありまして、そういう生産と加

工を結びつけて、さらには 6 次産業を目指

していくということで取組をされておりま

すけれども、水産物、農産物の付加価値向

上に向けた取組について、お答えを願いた

いと思います。 

【中村功農林部長】 農産物につきまして

は、平成 28 年度から各地域に産地、食品

事業者、関係機関で構成した「フードクラ

スター協議会」を立ち上げ、産地の生産情

報と食品事業者のニーズや加工技術情報の

収集、産地と食品事業者とのマッチング等

を行うとともに、商品のブラッシュアップ

のための専門家派遣、長崎県ブランド農産

加工品認証制度「長崎四季畑」への誘導、

販売促進に取り組んでまいりました。その

結果、お茶、いちご等を活用した 56 件の

農産加工品が商品化され、そのうち 6 件が

「長崎四季畑」に認証されております。今

後とも、これらの取組により、食品事業者

と連携した付加価値の高い商品づくりを進

めることで、生産者等、地域全体の所得向

上につなげてまいりたいと考えておりま

す。 

【坂本清一水産部長】 水産物につきまし

ても、付加価値を向上させ、販売につなげ

ることが重要と考えており、これまでふぐ

のオイル漬けや、かきの燻製など、付加価

値を高める商品開発を支援してまいりまし

た。さらに、今後は簡便性や保存性など、

多様かつ変化する消費者ニーズに応じた商

品開発や生産者と加工業者が連携した付加

価値向上の取組、さらに、それら商品の販

路拡大等に対して支援し、より付加価値の

高い商品づくりの取組を推進してまいりま

す。 

【大久保潔重議員】 それぞれ農林部長、

水産部長に答弁をいただきました。非常に

現場で大変な作業の積み重ねだろうと思い

ますけれども、ぜひ、このすばらしい長崎

県産の農林水産物に付加価値をつけてやっ



ていただく取組を後押ししたいと思いま

す。 

 （2）機能性表示食品について。 

 1 次と 2 次産業の連携というのは、おそ

らく今までもあったし、どこでもやってい

ると思います。ここにやっぱり 3 次産業化

をドッキングすることによって、6 次化と

いう大きな政策の流れの中で、さらに付加

価値を高めていくために、これは長崎県の

県政にも重要な指針であります健康長寿を

目指すという意味では、ぜひ長崎県の農林

水産物に機能性を持たせていくという、ま

さに機能性表示食品に向けての取組につい

て質問したいと思います。実は、私も昨年

3 月の一般質問で、この機能性表示食品に

ついて質問いたしました。そして、ついに

やりました。今日は東彼杵からもお茶の生

産農家の皆さんもお越しでありますけれど

も、本年 2 月に、長崎県のお茶と長崎県の

びわの葉を混合発酵させた商品が長崎県で

はじめての機能性表示食品ということで、

これは内臓脂肪を減らすという効果が認め

られるということで受理をされたところで

あります。（発言する者あり）実は、この

商品、開発研究の段階から長崎県の機関が

関わっております。そういう意味では、県

も大変喜んでおられると思いますが、この

ことに対する県の率直な感想、見解をお伺

いしたいと思います。 

【中村功農林部長】 今回、機能性表示食

品となりました県産茶葉とびわの葉の混合

発酵茶は、県と県立大学などが共同で開発

したものでございまして、県の事業とし

て、県立大学、長与町と構築しました治験

ネットワークが 2 年間、人での臨床試験を

実施してきたものでございます。試験の結

果、内臓脂肪減少の効果が確認されたこと

から、国に対し、その機能性の表示を届け

出、本年 2 月に受理され、8 月から株式会

社シャルレにより販売が開始されたところ

でございます。今回の取組は、県が関与し

て機能性の表示ができる商品となった全国

初の事例であり、産学官が連携した優良事

例であると考えております。また、多くの

方々にご愛飲いただくことで、健康増進に

寄与するとともに、本県の茶葉やびわの葉

を 100％使用していることから、本県生産

者の所得向上にもつながるものと期待して

いるところでございます。 

【大久保潔重議員】 ぜひ長崎県で初の機

能性表示食品ということで、この成功事例

をもとに、第 2、第 3 の機能性表示を狙っ

ていっていただきたいと思います。県立大

学で、県の治験ネットワークということで

人の臨床試験を行いまして、このびわの葉

発酵茶というのは、内臓脂肪だけではなく

て、食後の血糖値上昇抑制のデータも得ら

れたと聞いておりますので、まさに内臓脂

肪と血糖値抑制となれば、これは健康長寿

日本一を目指す長崎県にとって必要なこと

ですから、より多くの県民の皆さんに飲ん

でいただく必要があろうと思いますので、

シャルレさんの商品は、これはシャルレさ

んの独自の販売網になるでしょうけれど

も、同じような原料を使った商品もありま

すので、そういったところをぜひ県民の皆

さんにＰＲしていただいて、どんどん、ど

んどん飲んでいただくということでお願い

したいと思います。このチームは、実は次

には、未成熟みかん、青みかんとお茶との

コラボを今、開発、研究しておりまして、

これも人の臨床試験では血圧を下げるとい



うデータが出たわけですね。そういう意味

では、血糖値、脂肪、血圧ということで、

まさに願ったり叶ったりということ、同時

に農家の皆さんの所得アップにもなります

し、そういう生産加工を結びつける地元の

消費者の皆さんたちの経済活動の活性化に

もつながっていきますから、ぜひ頑張って

いただきたいと思います。そこで、この機

能性表示食品の市場というのは、本年度

2,500 億円とも言われておりまして、今

後、かなり拡大していく市場が見込める分

野だと思います。そういう意味で、どうぞ

産学官連携をもとにした、こういう商品開

発に向けて、県の取組を一層加速化してい

ただきたいと思いますが、そこらあたりの

見解をいただきたいと思います。 

【中村功農林部長】 本県の農産物が持つ

機能性に着目して、加工等により付加価値

向上を図ることは、本県農業及び食品産業

の振興につながるものと考えております。

現在、議員ご指摘のとおり、びわ混合発酵

茶と同様に、県、県立大学、長崎大学など

と共同で開発しました県産茶葉と未成熟み

かんの混合発酵茶に関して、県立大学が中

心となって、治験ネットワークにおいて、

血圧低下作用や冷え性などへの改善効果に

対する臨床試験が行われているところでご

ざいます。また、このほかにも、県では、

ブロッコリーやアスパラガスなど、県産農

産物の機能性成分の含有量等を分析してデ

ータベース化を進めているところでござい

ます。今後、こうした情報を県内の関係者

に開示し、企業からの機能性表示食品の商

品化に向けた相談に対しては、機能性成分

の分析などを支援するとともに、治験ネッ

トワークとのマッチングを行うなど、積極

的に産学官の取組を進めてまいりたいと考

えております。 

【大久保潔重議員】 実は、この機能性表

示食品のその上に特定保健用食品、いわゆ

る特保制度があります。これは、私も随分

調べましたけれども、やっぱりこれは特保

を取るというのはハードルが高いですね。

やはり多額の資本を投資していかんといか

ぬし、これはちょっと大企業じゃないと無

理かなという気が正直しております。そう

いう意味で、平成 27 年に国の消費者庁に

おいて、地方の中小企業においてもできる

可能性があるということで、この機能性表

示食品の制度が発足したと私は捉えており

まして、ここはぜひ攻めて攻めていただき

たいと思います。今の答弁の中にも、この

お茶、みかん、びわの葉以外にも、やっぱ

り長崎の産物はすぐれたものがたくさんあ

るわけでございまして、ここに高い付加価

値をつける、そういう機能性を持たせてい

くということを、ぜひ長崎県の今後の産業

育成の大きな柱にしていただきたいと思い

ます。そういう中で、今回こういう成功事

例ができました。しかし、この成功事例の

裏には、それぞれ生産、加工、開発、研

究、流通、販路にやっぱり携わった皆さん

たちが本当に苦難を乗り越えてきたという

ことを私は間近に見させていただいて、こ

の成功事例をもとに、これをシステム化し

てやっていけば、必ず第 2、第 3 の機能性

表示食品というのは可能だと思っていま

す。そこで、それぞれの分野の皆さんにお

聞きしますと、やっぱりそういう情報を一

元化して共有できる場がほしい。このこと

に関してどこどこに行けば、そういう情報

があると、そういう意味では、長崎県には



それぞれの分野に専門的な人材がおられま

すので、その横断的な人材を集めて情報を

一元化して、そして、提供できるような窓

口がぜひ必要ではないかなと思います。ち

なみに、福岡県もその取組をやっておりま

して、だから、この申請数が格段に多いん

です。そういう声を聞いておりまして、こ

れは産業労働部になりましょうか、ぜひ前

向きに検討していただいて、その窓口をつ

くっていただきたいと思いますが、いかが

ですか。 

【廣田義美産業労働部長】 機能性を有す

る食品につきましては、県内の事業者で組

織する協議会に、研究機関等が参加するワ

ーキンググループを設置し、商品開発や販

路拡大等に取り組んでいるところでありま

す。中性脂肪低下に効果があるとされる柑

橘類の「ゆうこう」を活用した商品が発売

されるなど、一定の成果も出はじめており

ます。一方で、国に届け出が必要な「機能

性表示食品」につきましては、届け出に要

する費用を商品価格へ転嫁しづらいことな

どから、事業者等の積極的な取組につなが

っていない状況ではありますが、今後、商

品の付加価値向上を図るため、事業者に対

し、届け出に向けた取組を促してまいりま

す。また、これを推進するためには、専門

人材を活用した体制、いわゆる相談体制と

いうのが必要であるということも認識して

おりますので、今後、関係部署とともに検

討を進めてまいりたいと考えております。 

【大久保潔重議員】 非常に力強いご答弁

をいただいたと思っております。機能性表

示食品も、地方においては非常にハードル

が高い部分もあるかもしれませんが、この

成功事例が出たということであります。全

国的にも、この機能性表示食品に関する広

域連携というのもあります。まだ長崎県は

入っておりませんので、ぜひ、こういった

ところにも参画をしていただいて、他県の

先進的な取組情報を収集していただいて、

県内の事業者の方、生産農家の皆さんとい

ったところに提供をしていただきたいと思

います。 

 （3）廃プラスチック及び海洋ごみの処

理の現状について。 

 新しい第 2 期総合計画にも、このＳＤＧ

ｓの概念が盛り込まれるということであり

まして、持続可能な社会づくりには、ごみ

の問題は避けて通れません。私自身も、平

成 15 年の初当選以来、地域でプラスチッ

クごみやアルミ缶のリサイクル活動をされ

ている皆さんを応援してきました。ところ

が、平成 29 年末に中国をはじめとして、

使用済みプラスチック等の輸入禁止措置

で、国内の廃プラスチックも増大をし、処

理に支障を来していると聞いております。

この県内の廃プラスチック処理の状況につ

いて伺いたいと思います。 

【宮崎浩善環境部長】 議員ご指摘のとお

り、中国及び東南アジア諸国における廃プ

ラスチックの輸入規制に伴いまして、国内

で処理される廃プラスチック量が増大した

ことを受け、本年 3 月環境省において、

「外国政府による廃棄物の輸入規制等に係

る影響等に関する調査」がなされておりま

す。その結果、東日本を中心とした一部の

地域においては、廃プラスチックの保管量

が増加傾向にありますが、本県の処理施設

においては逼迫した状況にはなく、適正に

処理されている状況を確認しております。

なお、今後、広域的な処理が求められ、廃



プラスチックの増加も考えられることか

ら、県内の処理状況を注視するとともに、

引き続き、不法投棄パトロールや廃棄物処

理業者への監視指導、排出事業者に対する

講習会等を通して、適正処理の推進を図っ

てまいります。 

【大久保潔重議員】 そして、このプラス

チックごみ、もちろん原料は石油でありま

して、海洋に流出されたそのプラスチック

ごみが波や紫外線で 5 ミリ以下になった破

片、いわゆるマイクロプラスチックという

のが生態系や海洋環境へ深刻な影響を与え

るということで、非常に懸念をされている

わけであります。国連の発表によります

と、2050 年までに海に流出するプラスチ

ックごみの総重量が、世界の海に生息する

魚の総重量を超えるとの予測もありまし

て、これも由々しき問題。そして、本年 6

月の「Ｇ２０大阪サミット」におきまして

は、2050 年までに廃プラスチックの海洋

流出ゼロを目指すという首脳宣言を採択し

ております。それを受けて、環境省は、総

合対策費として来年度約倍増の 180 億円と

いう予算の概算要求をしているところであ

りまして、それを鑑みますと、特に、この

長崎県、日本の最西端にあって、海洋県で

あります。しかも、外国由来のごみ漂着が

多い本県において、そのプラスチックごみ

発生抑制策、あるいは海洋流出ゼロを目指

した対応について、お答え願いたいと思い

ます。 

【宮崎浩善環境部長】 多くの離島や長い

海岸線を有します本県には、毎年、繰り返

し外国由来のプラスチックごみなどが多量

に漂着している状況にあります。県では、

「長崎県海岸漂着物対策推進計画」に基づ

きまして、平成 22 年度から回収・処理を

進めておりまして、昨年度は県及び 10 市

5 町において、1,762 トンの海岸漂着物等

の回収・処理を行ったところでございま

す。また、県内各地域において、市町やＮ

ＰＯ、地域団体などと連携いたしまして、

ボランティアによる海岸や河川等における

一斉清掃やワークショップなどを実施し、

発生抑制対策にも取り組んでおります。さ

らに、外国由来のものが多量に漂着してい

ることを踏まえ、平成 28 年度からは、県

内離島 4 市町と釜山広域市等との高校生の

交流事業を実施いたしまして、漂着した外

国語表記のペットボトル等の回収やワーク

ショップを通じて、海洋ごみ問題に関する

意識の高揚などを図っているところでござ

います。今後とも、ごみのない美しく豊か

な自然あふれる海岸を目指し、地元市町、

地域住民及び民間団体の皆様と一体となっ

て、海洋ごみ対策を推進してまいります。 

【大久保潔重議員】 ぜひ、その学生さん

に対しても、一緒にボランティア活動をす

ることによって、やっぱり啓発の活動をし

ていくということも非常に重要であります

ので、よろしくお願いしたいと思います。 

 （4）外国人の就労について。 

 政府は、2019 年から 5 年間で約 135 万

人の労働力不足を見越しておりまして、最

大 34 万人の外国人の受け入れをしなけれ

ばいけないということで、これはもう本当

に早急な課題であるということで、先般、

「出入国管理及び難民認定法」改正がなさ

れたところであります。そして、新しく創

設された在留資格、特定技能という制度が

本年の 4 月からスタートいたしました。こ

の特定技能について、全国、あるいは本県



における受け入れの状況について、お答え

願いたいと思います。 

【貞方学産業労働部政策監】 新たな在留

資格であります特定技能の受け入れ状況に

つきましては、法務省が公表している直近

の数値によりますと、本年 6 月末現在で、

全国 2 府 3 県において 20 名となっており

ますが、本県への受け入れ実績はない状況

であります。20 名の受け入れ分野でござ

いますが、金属プレス加工など素形材産業

が 11 名、産業機械製造業 6 名、農業 2

名、飲食料品製造業 1 名となっておりま

す。 

【大久保潔重議員】 4 月にこの新しい制

度がスタートして、まだ 6 月の時点での集

計ですので、そういうデータなんでしょう

が、これから増えることが予想されます。

今現在、この特定技能というのははじまっ

たばっかりですけれども、もう既に長崎県

内にも多数の外国人が入ってきております

が、この大きな比重を占めるのは技能実習

生制度であります。この外国人材の受け入

れ促進に向けて、県はどのような取組をな

されているのか、お尋ねしたいと思いま

す。 

【貞方学産業労働部政策監】 本県への外

国人材の受け入れにつきましては、本県と

友好交流等の関わりがあるベトナムやフィ

リピンの行政機関等と連携しながら、優秀

な外国人材を安定して確保できる仕組みづ

くりを検討しているところでございます。

特に、「友好交流関係に関する同意書」を

締結しているベトナムのクァンナム省と

は、これまで人材受け入れに関する協議を

行ってきているところでありまして、その

指針となる「人材交流に関する覚書」につ

いて、年内の締結を目指して取り組んでま

いります。 

【大久保潔重議員】 具体的にご答弁をい

ただきました。ぜひ、安定した受け入れ体

制の構築に向けということでありますの

で、非常に力強い答弁かなと思っておりま

す。そして、具体的にベトナムのクァンナ

ム省ということで、これはもう本当に長崎

県とベトナム中部のクァンナム省というの

が、お互いの地方政府同士、そして、議会

同士もしっかりと書面でもって交流をして

いこうということを確認しあったわけであ

りまして、ここらあたりが非常に今後重要

かなと思っております。 

 （5）国際戦略による交流人口拡大につ

いて。 

 我が長崎県は、日本の最西端ということ

で、アジアのゲートウェイということで、

やっぱり成長著しいアジアの活力を取り込

むという意味でも、非常にアジアからの交

流人口拡大を図っていくということは大事

だろうと思います。現にクァンナム省と

は、長崎県の「御朱印船」を贈ったりし

て、特別な関係を構築しております。そう

いうベトナムのクァンナム省との人材受け

入れについては説明がありましたけれど

も、今後の人事交流とか、あるいは誘客に

向けた取組について、ご説明をいただきた

いと思います。 

【浦真樹文化観光国際部政策監】 県にお

きましては、平成 29 年度にクァンナム省

と締結をいたしました「友好交流関係に関

する同意書」に基づきまして、現在、交流

拡大に向けた各種取組を実施しているとこ

ろでございます。まず、地方政府間におき

ましては、人脈構築を今後のさまざまな分



野における交流拡大につなげられるよう、

平成 30 年度から、クァンナム省職員を本

県に受け入れて、研修事業を実施している

ところでございます。また、本年 8 月にク

ァンナム省で開催されました「ホイアン・

日本祭り」では、ブースの出展や本石灰町

の方々の参加によりまして、本県の魅力を

現地でＰＲするとともに、来年は長崎のお

くんちで「御朱印船」が奉納されますこと

から、クァンナム省の皆様を本県にお迎え

して、民間の方々も含めた交流を予定して

いるところでございます。このほか、外国

人材の受け入れにつきましては、介護分野

におきましても、クァンナム省内の看護系

大学との協議を進めているところでござい

ます。県といたしましては、今後とも、ク

ァンナム省との友好交流関係を活かしなが

ら、多様な分野における交流人口の拡大を

図ってまいりたいと考えているところでご

ざいます。 

【大久保潔重議員】 こういう外国人の送

り出し、受け入れについては、本当に全国

的にも光と陰の部分がありまして、みんな

がみんな悪いとは言いませんけれども、中

には悪質なブローカーの存在というのがあ

ったりするわけです。そういう意味では、

今回のベトナムのクァンナム省と長崎県と

いうのは、お互いの地方政府機関が裏打ち

をしていて確実に交流を積み重ねていって

いるということは、おそらくほかではない

んじゃなかろうかと思いまして、私は大変

評価をしております。そのことによって、

安心、安定した人材の交流が進捗していけ

ばいいなと思っております。人材の受け入

れ、それから人事交流、それから、誘客の

面でもお話がありました。ひとつ来年の長

崎のおくんちは、これはまた本石灰町の出

番ということで楽しみにしたいと思いま

す。そこで、やっぱりこの誘客、インバウ

ンド、あるいはアウトバウンドを考えた時

に、どうしても先方との間の交通網の整備

というのは必要になってきます。それで、

長崎県においても本年 1 月、約 30 年ぶり

に国際航空路線ということで香港の路線が

開設をいたしました。つきましては、ぜ

ひ、このベトナムとの航空路、特に、ベト

ナムのハノイとか、ホーチミンは福岡空港

と航空路を開設しておりますが、この中部

のダナンというまちとの航空路は、まだ九

州にないわけでございまして、そこらあた

りをぜひ長崎県で積極的に取り組んでいた

だきたいと思いますが、いかがでございま

しょうか。 

【浦真樹文化観光国際部政策監】 ベトナ

ムとの航空路線の誘致につきましては、こ

れまで知事によるトップセールスをはじ

め、ＬＣＣを含む複数の航空会社を対象と

いたしまして活動してきておりますが、そ

の際、各社からは、路線就航のためにはイ

ン・アウト双方での安定的な需要創出が課

題であるという指摘を受けております。現

在、ベトナム中部地域とは、本県とのゆか

りを活かした交流事業を実施しておりまし

て、議員ご提案のダナンと直接結ぶ航空路

線が就航すれば、さらなる交流拡大が期待

されると考えておりますけれども、その実

現可能性につきましては、航空各社の指摘

も踏まえながら見極めていく必要があると

考えております。このため、県といたしま

しては、ベトナムとの航空路線につきまし

ては、その就航先の候補として、ダナンの

ほか、イン・アウトで一定の需要が期待で



きる他の主要都市も対象としながら、まず

はチャーター便の運航を目指して航空社と

協議を行うなど、今後も積極的に誘致活動

を進めてまいりたいと考えております。 

【大久保潔重議員】 いきなり国際定期便

というのは難しいでしょうから、チャータ

ー機からということでありますけれども、

ぜひ我々も協力をしたいと思いますので、

頑張っていただきたいと思います。 

 3、地域振興（街づくり）。 

 （1）スポーツ振興と地域活性化。 

 交流人口拡大には、スポーツツーリズム

として、県外からのスポーツ合宿や大会誘

致などが非常に重要であります。来年

2020 年、東京オリンピック・パラリンピ

ックの事前キャンプや国際大会など、長崎

県のスポーツコミッションの動きをぜひ後

押ししたいと思っております。で、大事な

ことは、この東京オリンピック・パラリン

ピック後の長崎県のスポーツレガシーをど

うつくるかということで、私は過去に、新

たなスポーツのビッグイベントとして、長

崎県では実施されていない日本陸連公認の

フルマラソン開催について何度も質問をし

てまいりました。そして、今現在、これは

どういう状況かというと、昨年 1 月に、7

団体で構成する発起人会が立ち上がった。

その後、事務局体制を整備するのに少し時

間がかかったものですから、私もこの質問

は 2 年ぶりの質問になりますけれども、長

崎県陸協を中心に事務局体制が整備をされ

まして、先般、その事務局として、諫早市

長に報告とお願いに行ったところでありま

す。そういう中で、諫早市長からも、これ

が整ったので、諫早市としても、人も出

す、予算も検討するということで、我々の

目指すマラソンというのは諫早市と雲仙市

がコースでありますけれども、県内の広域

性、あるいは将来的に持続性を考えた時

に、やはり県に一役買っていただきたいと

いう思いがあります。我々の提案をするフ

ルマラソン、諫早市、雲仙市をコースとす

るこの動きについて、県の関わり方につい

て、お尋ねしたいと思います。 

【柿本敏晶企画振興部長】 フルマラソン

大会につきましては、県内外から多くの参

加者が見込まれますことから、県としまし

ても、県内スポーツの振興並びに交流人口

の拡大の観点から、地域の活性化に寄与す

るものと考えております。議員ご指摘の諫

早市を中心とした大会の開催につきまして

は、今年度から長崎陸上競技協会内に「マ

ラソン事業部」を立ち上げ、新たに担当の

事務局長を配置されるなど、大会開催に向

けた準備が開始されているものと認識をい

たしております。フルマラソンの実施に向

けましては、まずは地元の市が主体に関わ

っていただくことが重要ではありますが、

日本陸連公認のフルマラソンが県内で継続

的に開催されるということになれば、さま

ざまな効果が期待できますことから、県と

しても、連携、協力を図ってまいりたいと

考えております。今後は、地元市や長崎陸

上競技協会と一緒になって、フルマラソン

を実現させるための課題解決を進めますと

ともに、事業計画の内容などを踏まえなが

ら、県としての関わり方をさらに検討して

まいりたいと考えております。 

【大久保潔重議員】 大変力強いご答弁を

いただきました。もう全国的にも公認のフ

ルマラソンをやっていない県が 7 県、うち

福井県、三重県はもう実行委員会を立ち上



げて、やる方向で動いていると。不思議な

ことに神奈川県というのは、以前はあった

そうですが、今現在は公認じゃない大会。

そして、他県も公認のフルマラソンはない

けれども、それに匹敵するような人気の大

会をやっているということでありまして、

そうしてずっと消去していくと、全国 47

都道府県で我が長崎県だけかなという、そ

ういう寂しい思いがありましてね。ぜひ、

ここはもう、えい、やっとやっていただき

たいと思います。（発言する者あり）部長

からも答弁をいただきましたけれども、や

るうえで当然克服しなければならないいろ

いろな課題がありますので、そこはぜひ新

しい陸協に置いた事務局と本当に腹を割っ

た話をしていただいて、そこにまた諫早

市、雲仙市も一緒に課題克服に向けた腹を

割った話をしていただいて、ぜひ実現に向

けて一歩踏み出して動いていただきたい、

そう願うばかりでありますので、よろしく

お願いしたいと思います。（発言する者あ

り）陸上スポーツに次いで、今度海上スポ

ーツに関しては、先日の一般質問の初日に

同郷の中村和弥県議の質問がありましたけ

れども、実は、このマラソンのコースも諫

干の堤防道路を活用するということであり

ますが、その諫早湾干拓事業で得られた本

明川の下流域に、これまたすばらしいボー

トの環境があって、今年 1 月にナショナル

チームが合宿をした。その際に、日本ボー

ト協会の、私と同じ名前の大久保会長が視

察をされて、これまた、「整備のしように

よっては日本一のボート場になる可能性が

ある」と、諫早市長にコメントを残してい

かれたということでありますので、ぜひし

っかり、この本明川の下流域も公認Ａ級コ

ースを取れるような県の後押しをお願い申

し上げたいと思います。 

 （2）本明川水系の河川について。 

 この本明川というのは、長崎県唯一の 1

級河川であります。これも、中村和弥県議

の質問にありましたけれども、この本明川

というのは、我々諫早市民にとっては、ま

さにど真ん中を流れる大きな川でありまし

て、この本明川本川の国直轄の管理の部分

と県管理の部分が、これは明らかに誰が見

ても一目瞭然ということで、地元の住民の

皆さんから毎回要望を受けるわけでありま

す。それから、この本明川本川に流れてく

る多良山系の河川も、これまたダンチクの

繁茂、土砂の堆積が著しいということで、

毎回要望を受けて、諫早市からも長崎県に

対して要望していると思います。最近で

は、大雨など自然災害が大変多発しており

ますので、こういったエリアの被害を最小

に抑えるためには、やはり伐木、それから

掘削というのが大事になってくると思いま

す。そういう意味で、この本明川水系の河

川の管理について、予算確保、対応につい

て県の見解をお伺いしたいと思います。 

【岩見洋一土木部長】 本明川下流の直轄

管理区間は、家屋等の資産が集中し、重要

な公共施設等がある区間が定められてお

り、水害があった場合、甚大な被害を及ぼ

すことが想定されます。したがって、全国

的にも高いレベルの河川管理が行われてお

ります。一方、県管理区間については、国

直轄河川に準ずる管理となりますが、治水

安全上、支障を来している区間があれば、

伐木や土砂掘削など適切な維持管理に努め

ているところであります。議員ご指摘の河

川断面の確保など、防災上必要な予算につ



きましては、有利な起債事業の活用による

県単独予算の確保や、国に対してもさらな

る予算の拡充を働きかけ、安全・安心なま

ちづくりに寄与できるよう、努力してまい

りたいと考えております。 

【大久保潔重議員】 ぜひ有利な起債、県

単、あるいは国の制度を活用してというこ

とでありますけれども、なかなかそれがで

きていないから、この地元の要望もあっ

て、先般の中村和弥議員の質問でもあった

かと思います。だから、県単、あるいは国

の予算を確保するために取りにいってとい

うことは一定理解をしますけれども、なか

なかそれができない。となると、この諫早

市の本明川水系だけでも県管理の河川が

28、2 級河川は 20 ということで、多いわ

けでありまして、県内に目を向けますと、

300 河川、この管理をどうやるかというの

は、これはやっぱり長崎県にとっての重要

な課題になるのではないかと思います。そ

ういう意味では、これは私の一つのアイデ

アですけれども、なかなかこの予算確保が

難しいということでありますが、長崎県は

過去に県民の皆さんに広く浅く負担をお願

いして、これは県民 1 人当たり 500 円の負

担で約 3 億円の森林環境税の基金と聞いて

おりますが、そういったことも一つのアイ

デアとしてですね。長崎県内に 300 河川が

ある。その管理をするということは、自然

災害に備える、そして、県民の皆さんの

命、財産を守るという意味でも大事になっ

てきますので、そういったのも一つのアイ

デアでございますので、ぜひ部局でちょっ

と検討をしていただいて、実行に移してい

ただきたいと思います。 

 （3）九州新幹線西九州ルート開業後の

諫早駅及び周辺の機能と役割り。 

 いよいよ 3 年後に、新幹線開業が迫って

まいりました。そして、この新幹線開業を

契機として、今現在、諫早駅、あるいは駅

周辺の再開発事業が進められております。

本年 2 月には、新幹線駅舎の起工式が行わ

れ、今後、商業施設やホテル、マンショ

ン、交通広場などの整備も進んでいくこと

になります。そこで、お尋ねしますけれど

も、諫早市の玄関口が大きく変わる中、長

崎県は、諫早駅にどのような役割、機能を

期待しているのか、まず、これについてお

答え願いたいと思います。 

【柿本敏晶企画振興部長】 諫早駅は、県

内では長崎駅に次いで 2 番目に乗降客が多

い拠点駅でありまして、現在、新幹線の整

備とあわせて、諫早市においては、諫早駅

周辺整備事業により、交流広場や店舗、ホ

テル、マンション等の整備が計画されてお

り、新しいまちづくりや交流の拠点とし

て、にぎわいの創出が図られることを期待

いたしております。また、昨年 8 月には、

ＪＲの在来線駅や島原鉄道の新たなホーム

等の供用が開始され、今後は、東口に交通

広場やバス待合所等が整備され、交通結節

点としての機能がさらに強化されることと

なります。このような中、諫早市と島原半

島 3 市の連携した取組として、行政や民間

団体で構成する「九州新幹線西九州ルート

県南地域活性化協議会」において、島原半

島への誘客促進等への具体的な取組が検討

されているところでございます。このた

め、県としては、諫早地区の拠点駅にとど

まらず、新幹線効果を島原半島方面へ拡大

させていくゲートウェイとしての機能を期



待しているところであります。今後は、県

のアクションプランと諫早市や島原半島各

市の行動計画との連携を図り、新幹線開業

効果の波及・拡大に向けた取組を推進して

まいりたいと考えております。 

【大久保潔重議員】 ぜひ長崎県として

も、この県央と県南島原半島を結びつける

大きな機能を諫早市に期待するということ

でありますので、そういう政策を一つひと

つ実現していただきたいと思います。 

 次に、これも先般の中村和弥議員の質問

にありましたけれども、諫早駅東口の北側

の元経済連の跡地、約 2.6 ヘクタールを諫

早市が先行取得した土地に、県の新たな行

政組織の移転建設をしてみてはどうかと、

これも諫早市から要望があっております

が、このことに対して先般、非常に有力な

候補地という答弁がありました。ぜひ、こ

こは早期の決定を望みたいところでありま

す。具体的な検討状況、さらに進んだ答弁

をお願いしたいと思いますが、いかがでご

ざいますか。 

【平田修三総務部長】 県南地区の振興局

の再編につきましては、平成 20 年 3 月に

策定しました「地方機関再編の基本方針」

を踏まえ、検討を進めております。その

際、建設場所につきましては、諫早市から

提示されております先行取得用地を有力な

候補地であると考えており、その活用を念

頭に置いておるわけでございますが、財政

的な負担のほか、集約する機能と各地域に

配置が必要な機能などについても整理をし

ていく必要があり、県議会や各市町等のご

意見も伺いながら検討を深めていきたいと

考えております。さらに、「2040 年問

題」の対応として、人口減少社会の中で

も、将来にわたり行政サービスを提供し続

けられるよう、今後の県と市町の効果的な

連携方策や役割分担の見直しを含めた行政

のあり方についても検討していく必要があ

ります。県央振興局も老朽化しており、ま

た、諫早駅前のまちづくりにも関わります

ので、できるだけ早く再編の実施案をお示

しできるよう、検討を進めてまいりたいと

思います。 

【大久保潔重議員】 今の総務部長のお答

えを非常に前向きに捉えたいと思います。

県組織の再編となると、もちろんいろいろ

な調整が必要になってきますし、財源の問

題もございますが、やっぱり 2040 年を見

据えた時に、どう自治体サービスを低下さ

せずにサービスを提供していくかというこ

とも含めたところになれば、まさに絶好の

環境が諫早駅の東側北口にあるということ

で、やっぱり今後の諫早市のまちづくりに

も大きく関係してくるので、早い時期の態

度表明をお願いしたいと思います。 

 4、医療・福祉行政について。 

 （1）マイナンバーカードを利用したオ

ンライン資格確認について。 

 マイナンバーカードを普及していかなけ

ればいけないという大きな流れがありま

す。そういう中で、今後、マイナンバーカ

ードを健康保険証として利用できる仕組み

づくりが、国において進められていると聞

いております。しかし、一方、医療関係者

からは、非常にデリケートな情報である診

療情報について、慎重な取扱いをしてほし

いという声もあっておりますが、このこと

について具体的にどのような運用が想定さ

れるのか、お答え願いたいと思います。 



【中田勝己福祉保健部長】 マイナンバー

カードを健康保険証として利用し、受診時

に資格確認が可能となる「オンライン資格

確認」などを盛り込んだ改正健康保険法等

が本年 5 月に成立し、現在、国において、

令和 3 年 3 月からの運用開始を目指し、シ

ステム整備が進められていると承知してお

ります。このことにより、患者にとって

は、転職などで加入する医療保険者が代わ

っても、新たな保険証の発行を待たずに受

診することができることや、医療機関にと

っては、失効した保険証の利用による過誤

請求の防止等の効果が期待されるところで

ございます。なお、マイナンバーカードの

健康保険証としての利用は、カードのＩＣ

チップの中の電子証明書を読み取る仕組み

としており、医療機関等ではカードを預か

らず、マイナンバー自体も利用しないこと

から、医療機関等において、マイナンバー

と診療情報がひもづけられることはないと

されております。県といたしましては、こ

の仕組みのメリットや安全性について、国

とともに周知広報に努めてまいりたいと考

えております。 

【大久保潔重議員】 非常にセンシティブ

な個人情報に関することが、本当に丸裸に

されるのではないかという懸念も医療関係

者の間にもあるわけでございまして、今

後、そういう関係団体の意見もぜひ聞いて

いただいて、しっかりとした運用に努めて

いただきたいと思います。 

 （2）ＲＩＭＣＡＳについて。 

 横文字が出てきましたけれども、これ

は、本土病院から離島へ医師をヘリコプタ

ーで搬送する事業でございまして、平成

25 年からは公益社団法人地域医療振興協

会がＮＩＭＡＳという事業でやってきまし

た。そして、この事業は、非常に離島医療

にとって大きな貢献があったということ

で、令和 2 年度いわゆる来年度からは、こ

の事業は長崎県病院企業団が事業を引き継

いで、新たにＲＩＭＣＡＳという事業で継

続することになったので、私は大いにこれ

は評価をしております。そこで、医師確保

が困難な離島におけるヘリの医師搬送とい

うのは非常に大事でありますけれども、円

滑な運航開始、さらには財政面での県の支

援などをお示しいただけたらと思います。 

【中田勝己福祉保健部長】 これまで地域

医療振興協会が運営してきた医師を離島に

搬送するＮＩＭＡＳ事業につきましては、

本土からの応援医師による日帰り診療がで

き、特に、精神科など常勤医師では対応が

難しい診療科の医療を確保するうえで欠か

せない事業であると認知しております。当

事業につきましては、地域医療振興協会か

ら、一民間団体での運航継続は困難である

ため、事業引き継ぎの申し出があり、県と

病院企業団との 3 者で協議を重ねた結果、

医師搬送だけではなく、本土で急性期の治

療を終えた患者の離島搬送も行うこととし

て、病院企業団が運営を継続することとな

りました。県としては、円滑に事業が継続

されるよう、関係市町の協力をいただきな

がら、国庫補助事業の活用も含め、引き続

き検討を進めていきたいと考えておりま

す。 

【大久保潔重議員】 この新しいＲＩＭＣ

ＡＳの事業というのは、医師を搬送するだ

けではなくて、非常に治療が困難な離島の

患者さんを本土の病院で治療して、落ち着

いたところで、また郷土にお返しという、



下り搬送の機能も有するんだということで

ありましたので、さらに、さらに離島医療

に対する貢献度が増すと思っております。

やっぱり私も心配するのは財政的なもの

で、この大事な事業をやっぱり続けてほし

いという思いがあるものですから、そこら

あたりをぜひ県にも積極的に関与していた

だきたいと思います。それから、病院企業

団の米倉企業長が唱える郷診郷創という概

念ですね。なるだけ可能な治療は地元の離

島の病院企業団の病院で診療を受けてやっ

ていくということも必要なことになってく

るかなと思いますので、ぜひ郷診郷創の考

えを普及していただきたいと思います。 

 （3）あじさいネットについて。 

 これは通告をしておりましたけれども、

これは引き続き、今後の文教厚生委員会で

やらせていただきたいと思います。準備を

された当局の皆さん大変申し訳ございませ

ん。委員会でしっかりやらせていただきた

いと思います。 

 5、消費税増税に伴う軽減税率やポイン

ト還元の周知について。 

 いよいよ来月 10 月から消費税がアップ

します。今までと違うのは、消費税導入、

あるいは消費税が増税される時になかった

制度が今度はあるわけです。それがまさ

に、この軽減税率と、それから、キャッシ

ュレス決済によるポイント還元という制度

でありまして、この辺がいまいち私もよく

理解できないでおりまして、県民の皆さん

にこの新たな制度をどのように周知をして

いくのか、県民の皆さんの生活向上を図っ

ていくのかという意味で、お答え願いたい

と思います。 

【廣田義美産業労働部長】 消費税増税に

伴う施策につきましては、国が主体となっ

て取り組んではおりますけれども、県とし

ましても、国が主催する事業者向け説明会

への協力を行うとともに、県の全世帯広報

誌やポスター等を活用した県民向けの周知

広報等を行ってまいりました。また、ポイ

ント還元を行うためには、各店舗がキャッ

シュレス決済に対応する必要があり、決済

時間の短縮による生産性向上や売上増加等

が期待されることから、県では、産業労働

部の職員が全ての市町と商工団体を訪問

し、キャッシュレス決済の導入を推進して

きたところでございます。これらの取組に

加えまして、国や民間事業者のテレビコマ

ーシャル等により、制度の理解は一定進ん

でいるものと認識しておりますけれども、

引き続き周知に努めてまいりたいと考えて

おります。 

【大久保潔重議員】 もういよいよ本当に

来月に迫ってきておりまして、それで、こ

の制度でよく私が耳にするのは、まず事業

者の皆さんが新しいキャッシュレスに対応

できる機器を入れられる方はいいですけれ

ども、入れられない地方の小規模の事業者

の方に対するフォローというのはやっぱり

大事になってくると思います。それから、

キャッシュレス決済というのは、若い人を

中心に当たり前のようになっていますけれ

ども、高齢者と一概には言えませんが、や

っぱり現金主義という方も県民の皆さんに

おられるので、そういう人たちがその制度

を知らないばっかりに、あるいはそれを使

えないばっかりに損をするというのはよく

ない話でありまして、基本的にこの消費税

というのは国の制度であります。国が第一



義でありましょうけれども、それを受け

て、県としても、しっかり周知と、それか

ら、そういう制度にしっかり乗れるように

支援を充実していただきたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

 私の質問は、これで終わります。 

 ありがとうございました。 

 


